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藤

本

本

本

本

本

本

　

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
及
び
景

観
計
画
策
定
に
伴
い
検
討
委
員
を
公

募
し
ま
す
。

◇
募
集
人
員　

４
人

◇
任
期　

平
成
24
年
９
月
〜
平
成
26

年
３
月
末

◇
応
募
資
格　

○
市
内
に
住
所
を
有
す
る
方

○
応
募
締
切
日
現
在
で
年
齢
満
20
歳

以
上
の
方

○
行
政
関
係
者
（
議
会
議
員
、
行
政

委
員
又
は
職
員
）
で
な
い
方

○
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
は
、

応
募
で
き
ま
せ
ん
。

・
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

・
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ

の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の

執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る

ま
で
の
者

・
栃
木
市
職
員
と
し
て
懲
戒
免
職
の

処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か

ら
２
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

・
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お

い
て
、
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下

に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊

す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の

他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ

に
加
入
し
た
者

◇
選
考
方
法　

学
識
経
験
者
お
よ
び

市
職
員
で
組
織
す
る
選
考
会
議
に
お

い
て
選
考
し
ま
す
。

◇
報
酬　

報
酬
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

◇
応
募
方
法　

応
募
用
紙
（　
　

都
市
計
画
課
、
各
総
合
支
所
都
市

建
設
課
、
市
内
各
公
民
館
に
あ
り
。

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

８
０
０
字
程
度
の
作
文
（
応
募
の
動

機
、
本
市
の
都
市
計
画
に
関
す
る
将

来
像
や
本
市
ら
し
い
景
観
に
つ
い
て
の

考
え
を
記
載
し
た
も
の
）
と
合
わ
せ

て
左
記
へ

◇
応
募
・
問
合
先　

７
月
27
日
（金）
ま

で
に
直
接
、
郵
送
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
、

い
ず
れ
か
で　
　

都
市
計
画
課（
〒
３

２
８‐

８
６
８
６
入
舟
町
７‐

26
栃
木

市
役
所
第
２
別
館
１
階
／
☎
（21）
２
６

１
１
／
Ｆ
Ａ
Ｘ
（21）
２
６
１
６
／
メ
ー
ル
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）
へ

現
在
、
大
平
、
藤
岡
、
都
賀
お

よ
び
西
方
地
域
に
設
置
し
て
い
る
地

域
自
治
区
は
、
平
成
27
年
３
月
31
日

が
設
置
期
限
と
な
って
い
ま
す
。

市
で
は
、
設
置
期
限
後
の
全
市
域

を
対
象
と
し
た
地
域
自
治
制
度
を
検

討
す
る
た
め
、
栃
木
市
地
域
自
治
制

度
検
討
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
と

し
、
委
員
を
公
募
し
ま
す
。

◇
任
期　

委
嘱
の
日
〜
平
成
27
年
３

月
31
日

◇
報
酬　

４
千
円
（
日
額
）

◇
会
議　

平
日
昼
間
年
間
４
回
程
度

開
催
予
定

◇
募
集
人
員　

３
人

◇
応
募
資
格　

○
市
内
に
住
所
を
有
す
る
方

○
応
募
締
切
日
現
在
で
年
齢
満
20
歳

以
上
の
方

○
行
政
関
係
者（
本
市
の
議
会
議
員
、

行
政
委
員
又
は
職
員
）
で
な
い
方

○
地
方
公
務
員
法
第
16
条
に
規
定

す
る
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
方

◇
応
募
方
法　

所
定
の
応
募
用
紙

（　
　

地
域
ま
ち
づ
く
り
課
、
各
総

合
支
所
地
域
ま
ち
づ
く
り
課
、
市
内

各
公
民
館
に
あ
り
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事

項
を
記
入
の
う
え
、
８
０
０
字
程
度

の
作
文
（
応
募
の
動
機
、
地
域
自
治

に
つ
い
て
の
考
え
を
記
載
し
た
も
の
）

と
合
わ
せ
て
、
７
月
11
日
（水）
ま
で
に

直
接
又
は
郵
送
で
申
込
先
へ

◇
選
考
方
法　

学
識
経
験
者
お
よ
び

市
職
員
で
組
織
す
る
選
考
会
議
に
お

い
て
選
考

◇
選
考
結
果　

決
定
次
第
、
本
人
に

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◇
申
込
・
問
合
先　
　
　

地
域
ま
ち

づ
く
り
課
（
〒
３
２
８‐
８
６
８
６
入

舟
町
７‐

26
／
市
役
所
第
２
別
館
１

階
／
☎
（21）
２
２
４
７
）
へ

お
ど
り
で〝
と
ち
ぎ
の
夏〝

に
参
加

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

◇
日
時　

８
月
４
日
（土）
・
５
日
（日）
午

後
４
時
〜
９
時
予
定
（
小
雨
決
行
）

◇
場
所　

蔵
の
街
大
通
り

◇
内
容　

よ
さ
こ
い
踊
り
ほ
か
、
踊

り
参
加
チ
ー
ム
募
集
！
ジ
ャ
ン
ル
自

由
・
10
人
以
上
（
蔵
踊
り
に
も
参
加

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。）

※

蔵
踊
り
参
加
団
体
に
練
習
用

D
V
D
、
C
D
あ
り
。
踊
り
練
習

会
あ
り
。

◇
問
合
先　

蔵
の
街
サ
マ
ー
フ
ェス
タ

実
行
委
員
会
事
務
局
（　
　

商
工

観
光
課
内
／
☎
（21）
２
５
４
３
）

４
０
０ｍ
の
コ
ー
ス
を
強
化
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
製
10
人
乗
り
手
漕
ぎ
ボ
ー
ト

で
タ
イ
ム
レ
ー
ス
を
行
い
ま
す
。

◇
日
時　

８
月
18
日
（土）
午
前
８
時
〜

午
後
１
時※

雨
天
・
強
風
中
止

◇
場
所　

谷
中
湖
（
渡
良
瀬
貯
水

池
北
ブ
ロッ
ク
）

◇
対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
者
（
定

員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選
）

◇
参
加
費　

３
千
円
／
チ
ー
ム

◇
申
込
方
法　

代
表
者
（
中
高
校
生

は
、
保
護
者
又
は
学
校
関
係
者
）
お

よ
び
参
加
者
全
員
の
住
所
、
氏
名
、

生
年
月
日
、
電
話
番
号
、
性
別
を

記
入
の
う
え
、
郵
送
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
左

記
へ※
１
チ
ー
ム
10
人
編
成
（
性
別

問
わ
ず
）

栃
木
市
地
域
自
治
制
度
検
討

委
員
会
委
員（
公
募
委
員
）募
集

蔵
の
街
サ
マ
ー
フ
ェ
ス
タ

　
　
　
　
　
参
加
者
大
募
集

栃
木
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

及
び
栃
木
市
景
観
計
画
検
討
委
員

　
　
　
（
公
募
委
員
）
募
集

子
ど
も
の
料
理
コ
ン
ク
ー
ル

　
　
　
　
　

参
加
者
募
集

E
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
２
０
１
２

渡
良
瀬
大
会
参
加
者
募
集

◇
申
込
・
問
合
先　

７
月
27
日
（金）
午

後
５
時
ま
で
に　
　

産
業
振
興
課

（
☎
（62）
０
９
０
６
／
Ｆ
Ａ
Ｘ
（62）
０
９
１

８
）
へ料

理
が
好
き
な
み
な
さ
ん
、
家
族

と
食
べ
る
楽
し
い
ご
は
ん
メ
ニュ
ー
を
考

え
て
応
募
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

◇
対
象　

市
内
の
小
学
４
〜
６
年
生

◇
テ
ー
マ　
『「
家
庭
の
日
」
に
家
族

と
食
べ
る
楽
し
い
ご
は
ん
』

◇
そ
の
他　

書
類
審
査
通
過
者
は
９

月
１
日
（土）
に
宇
都
宮
市
内
の
会
場
で

料
理
を
作
って
い
た
だ
き
ま
す
。

※

必
ず
写
真
を
添
え
て
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

※

応
募
用
紙
は
各
小
学
校
、　
　

健

康
増
進
課
（
栃
木
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
内
／
今
泉
町
２
丁
目
）、
各

総
合
支
所
健
康
福
祉
課
に
あ
り
ま

す
。
ま
た
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

◇
応
募
・
問
合
先　

７
月
12
日
（木）
ま

で
に
左
記
へ

　
　

健
康
増
進
課　

☎
（25）
３
５
１
２

　
　

健
康
福
祉
課　

☎
（45）
１
７
８
８

　
　

健
康
福
祉
課　

☎
（62）
０
９
０
４

　
　

健
康
福
祉
課　

☎
（29）
１
１
０
３

　
　

健
康
福
祉
課　

☎
（92）
０
３
１
１


